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経済財政運営と改革の基本方針2021（令和３年６月18日 閣議決定）
（主な医療関係箇所抜粋）①
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（１）感染症に対し強靱で安心できる経済社会の構築
感染症への対応に当たっては、社会経済活動を継続しつつ感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り

抑制することを基本に対策を徹底する。感染症対応の医療提供体制を強化し、相談・受診・検査～療養先調整・移送
～転退院・解除まで一連の対応が目詰まりなく行われ、病床・宿泊療養施設が最大限活用される流れを確保する。
緊急時対応をより強力な体制と司令塔の下で推進する。今後、感染が短期間で急増するような事態が生じた場合、

昨冬の２倍程度等を想定した患者数に対応可能な体制に緊急的に切り替える。また、感染症患者を受け入れる医療機
関に対し、減収への対応を含めた経営上の支援や病床確保・設備整備等のための支援について、診療報酬や補助金・
交付金による今後の対応の在り方を検討し、引き続き実施する。都道府県の要請に基づき、公立・公的、民間病院の
病床を活用できる仕組みや都道府県を超えて患者に対応できる仕組みを構築する。
各地域の病床の効率的な運用を促すため、医療機能に応じた役割分担の徹底や補助も活用した医師等派遣、地域の

実情に応じた転院支援等を進める。Ｇ－ＭＩＳ により、重症度別の空床状況や人工呼吸器等の保有・稼働状況、人
材募集状況等を一元的に把握し、迅速な患者の受入調整等に活用するほか、地域別や機能別、開設種別の病床稼働率
など医療提供体制の進捗管理・見える化を徹底する。
ワクチンについて、感染症の発症を予防し、死亡者・重症者の発生をできる限り減らすため、医療従事者等への接

種を進め、大規模接種も活用して、希望する高齢者への接種を本年７月末を念頭に完了させる。また、希望する全て
の対象者への接種を本年10月から11月にかけて終えることを目指す。引き続き、効果的な治療法、国産治療薬の研究
開発・実用化の支援及び国産ワクチンの研究開発体制・生産体制の強化を進めるとともに、新たな感染症に備え、国
内のワクチン開発・生産体制の強化のため、「ワクチン開発・生産体制強化戦略」を着実に推進する。そのために必
要な取組の財源を安定的に確保する。
感染症を巡る状況を踏まえつつ、個々の医療機関の経営リスクに配慮しながら、病床や医療人材の確保に関する協

力を国や地方自治体が迅速に要請・指示できるようにするための仕組みや、平時からの開発支援を含め治療薬やワク
チンについて安全性や有効性を適切に評価しつつ、より早期の実用化を可能とするための仕組み、ワクチンの接種体
制の確保など、感染症有事に備える取組について、より実効性のある対策を講ずることができるよう法的措置を速や
かに検討する。あわせて、行政の体制強化に取り組む。（略）

第１章 新型コロナウイルス感染症の克服とポストコロナの経済社会のビジョン
４．感染症の克服と経済の好循環に向けた取組



（１）感染症を機に進める新たな仕組みの構築

今般の感染症対応での経験を踏まえ、国内で患者数が次に大幅に増えたときに備えるため、また、新たな新興感染症の拡大

にも対応するため、平時と緊急時で医療提供体制を迅速かつ柔軟に切り替える仕組みの構築が不可欠である。このため、症状

に応じた感染症患者の受入医療機関の選定、感染症対応とそれ以外の医療の地域における役割分担の明確化、医療専門職人材

の確保・集約などについて、できるだけ早期に対応する。

あわせて、今般の感染症対応の検証や救急医療・高度医療の確保の観点も踏まえつつ、地域医療連携推進法人制度の活用等

による病院の連携強化や機能強化・集約化の促進などを通じた将来の医療需要に沿った病床機能の分化・連携などにより地域

医療構想を推進するとともに、かかりつけ医機能の強化・普及等による医療機関の機能分化・連携の推進、更なる包括払いの

在り方の検討も含めた医療提供体制の改革につながる診療報酬の見直し、診療所も含む外来機能の明確化・分化の推進、実効

的なタスク・シフティングや看護師登録制の実効性確保 並びに潜在看護師の復職に係る課題分析及び解消、医学部などの大学

における医療人材養成課程の見直しや医師偏在対策の推進などにより、質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の整備を進

める。オンライン診療を幅広く適正に活用するため、初診からの実施は原則かかりつけ医によるとしつつ、事前に患者の状態

が把握できる場合にも認める方向で具体案を検討する。また、引き続き、地域の産科医療施設の存続など安心・安全な産科医

療の確保及び移植医療を推進するとともに、希少疾病である難病の対策を充実する。

加えて、現在限られたがん種において保険適用とされている粒子線治療の推進については、有効性・安全性などのエビデン

スを踏まえた検討を進めるとともに、装置の小型化・低コスト化の潮流を踏まえ、病院の特徴や規模など、地域の状況に十分

配慮した上で、診療の質や患者のアクセスの向上を図るため、具体的な対応策を検討する。
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第３章 感染症で顕在化した課題等を克服した経済・財政一体改革
２．社会保障改革

経済財政運営と改革の基本方針2021（令和３年６月18日 閣議決定）
（主な医療関係箇所抜粋）②

（６）経済安全保障の確保等

（略）我が国のサプライチェーンを強靱化していく観点から、半導体、レアアースを含む重要鉱物、電池、医薬品等の先行

的な重点項目について必要な措置を実施するとともに、電力、ガス、石油、通信、航空、鉄道、造船を含む海上物流、医療を

始めとする重要業種について必要な対策を講ずるべく分析を進める。（略）

第２章 次なる時代をリードする新たな成長の源泉～４つの原動力と基盤づくり～
５．４つの原動力を支える基盤づくり



3

経済財政運営と改革の基本方針2021（令和３年６月18日 閣議決定）
（主な医療関係箇所抜粋）③

（１）感染症を機に進める新たな仕組みの構築

コロナ禍で新たな健康課題が生じていることを踏まえ、重症化予防のため「上手な医療のかかり方」の普及啓発を引き続き

行うほか、保険者努力支援制度等に基づく予防・重症化予防・健康づくりへの支援を推進する。また、がん、循環器病及び腎

臓病について、感染拡大による診療や受療行動の変化の実態を把握するとともに、健診・検診の受診控え等に関する調査の結

果を踏まえ、新しい生活様式に対応した予防・重症化予防・健康づくりを検討する。

予防・重症化予防・健康づくりサービスの産業化に向けて、包括的な民間委託の活用や新たな血液検査等の新技術の積極的

な効果検証等が推進されるよう、保険者が策定するデータヘルス計画の手引の改定等を検討する。また、同計画の標準化の進

展にあたり、アウトカムベースでの適切なＫＰＩの設定を推進する。革新的な医薬品におけるイノベーションの評価の観点及

びそれ以外の長期収載品等の医薬品について評価の適正化を行う観点から薬価算定基準の見直しを透明性・予見性の確保にも

留意しつつ図るとともに、ＯＴＣ類似医薬品等の既収載の医薬品の保険給付範囲について引き続き見直しを図る。感染症を踏

まえた診療報酬上の特例措置の効果を検証するとともに、感染症患者を受け入れる医療機関に対し、減収への対応を含めた経

営上の支援や病床確保・設備整備等のための支援について、診療報酬や補助金・交付金による今後の対応の在り方を検討し、

引き続き実施する。後発医薬品の品質及び安定供給の信頼性の確保、新目標についての検証、保険者の適正化の取組にも資す

る医療機関等の別の使用割合を含む実施状況の見える化を早期に実施し、バイオシミラーの医療費適正化効果を踏まえた目標

設定の検討、新目標との関係を踏まえた後発医薬品調剤体制加算等の見直しの検討、フォーミュラリ の活用等、更なる使用促

進を図る。かかりつけ薬剤師・薬局の普及を進めるとともに、多剤・重複投薬への取組を強化する。症状が安定している患者

について、医師及び薬剤師の適切な連携により、医療機関に行かずとも、一定期間内に処方箋を反復利用できる方策を検討し、

患者の通院負担を軽減する。

サプライチェーンの実態を把握し、平時からの備えと非常時の買い上げの導入など、緊急時の医薬品等の供給体制の確立を

図る。緊急時の薬事承認の在り方について検討する。

第３章 感染症で顕在化した課題等を克服した経済・財政一体改革
２．社会保障改革



（１）感染症を機に進める新たな仕組みの構築

医療・特定健診等の情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みや民間ＰＨＲサービスの利活用も含めた自身で閲覧・活用
できる仕組みについて、2022年度までに、集中的な取組を進めることや、医療機関・介護事業所における情報共有とそのため
の電子カルテ情報や介護情報の標準化の推進、医療情報の保護と利活用に関する法制度の在り方の検討、画像・検査情報、介
護情報を含めた自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの整備、科学的介護・栄養の取組の推進、今般の感染症の自宅療養者
に確実に医療が全員に提供されるよう医療情報を保健所と医療機関等の間で共有する仕組みの構築（必要な法改正を含め検
討）、審査支払機関改革の着実な推進など、データヘルス改革に関する工程表に則り、改革を着実に推進する。
日米首脳共同声明に基づく取組も視野に入れつつ、全ゲノム解析等実行計画及びロードマップ2021を患者起点・患者還元原

則の下、着実に推進し、これまで治療法のなかった患者に新たな個別化医療を提供するとともに、産官学の関係者が幅広く分
析・活用できる体制整備を進める。プログラム医療機器の開発・実用化を促進する。患者の治験情報アクセス向上のためデー
タベースの充実を推進する。

医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表する全国的な電子開示システムを早急に整え、感染症による医療機関
への影響等を早期に分析できる体制を構築する。同様に、介護サービス事業者についても、事業報告書等のアップロードによ
る取扱いも含めた届出・公表を義務化し、分析できる体制を構築する。レセプトシステム（ＮＤＢ）の充実、Ｇ－ＭＩＳの今
般の感染症対策以外の長期的な活用、ＣＯＣＯＡの安定的な運営等について、デジタル庁の統括・監理の下、デジタル化によ
る効率化、利便性の向上を図る。あわせて、医療・介護データとの連携や迅速な分析の環境の整備を図る。

全身との関連性を含む口腔の健康の重要性に係るエビデンスの国民への適切な情報提供、生涯を通じた切れ目のない歯科健
診、オーラルフレイル対策・疾病の重症化予防にもつながる歯科医師、歯科衛生士による歯科口腔保健の充実、歯科医療専門
職間、医科歯科、介護、障害福祉機関等との連携を推進し、歯科衛生士・歯科技工士の人材確保、飛沫感染等の防止を含め歯
科保健医療提供体制の構築と強化に取り組む。今後、要介護高齢者等の受診困難者の増加を視野に入れた歯科におけるＩＣＴ
の活用を推進する。
また、感染症による不安やうつ等も含めたメンタルヘルスへの対応を推進する。

第３章 感染症で顕在化した課題等を克服した経済・財政一体改革
２．社会保障改革
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経済財政運営と改革の基本方針2021（令和３年６月18日 閣議決定）
（主な医療関係箇所抜粋）➃



（２）団塊の世代の後期高齢者入りを見据えた基盤強化・全世代型社会保障改革
骨太方針2020 等の内容に沿って、社会保障制度の基盤強化を着実に進め、人生100年時代に対応した社会保障制度を構築し、

世界に冠たる国民皆保険・皆年金の維持、そして持続可能なものとして次世代への継承を目指す。
2022 年度から団塊の世代が75 歳以上に入り始めることを見据え、全ての世代の方々が安心できる持続可能な全世代型社会

保障の実現に向けた取組について、その実施状況の検証を行うとともに、その取組を引き続き進める。その際、全世代対応型
の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、保険料賦課
限度額の引上げなど能力に応じた負担の在り方なども含め、医療、介護、年金、少子化対策を始めとする社会保障全般の総合
的な検討を進める。こうした対応について速やかに着手する。
効率的な医療提供体制の構築や一人当たり医療費の地域差半減に向けて、地域医療構想のＰＤＣＡサイクルの強化や医療費

適正化計画の在り方の見直しを行う。具体的には、前者について、地域医療構想調整会議における協議を促進するため、関係
行政機関に資料・データ提供等の協力を求めるなど 環境整備を行うとともに、都道府県における提供体制整備の達成状況の公
表や未達成の場合の都道府県の責務の明確化を行う。（略）

第３章 感染症で顕在化した課題等を克服した経済・財政一体改革
２．社会保障改革
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経済財政運営と改革の基本方針2021（令和３年６月18日 閣議決定）
（主な医療関係箇所抜粋）⑤

（今回の感染症対策で直面した課題等への対応）

今回の感染症対応で明らかとなった医療提供体制の広域的対応の遅れ、特に大都市圏における広域的対応の未進捗に対処す
る必要がある。このため、厚生労働省は、大都市圏における第３次医療圏を超えた医療機関・保健所サービスの提供等につい
て、広域的なマネジメントや地方自治体間の役割分担の明確化を図る。（略）

第３章 感染症で顕在化した課題等を克服した経済・財政一体改革
３．国と地方の新たな役割分担等



成長戦略（2021年）（令和３年６月18日 閣議決定）（主な医療関係箇所抜粋） ①
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○成長戦略実行計画

革新的新薬を創出する製薬企業が成長できるイノベーション環境を整備するため、研究開発支援の強化、創薬
ベンチャーの支援、国際共同治験の推進、国内バイオ医薬品産業の強化、全ゲノム解析等実行計画及びこれに基
づくロードマップの推進と産官学の関係者が幅広く分析・活用できる体制の構築、医療情報を利活用しやすい環
境整備、薬価制度における新薬のイノベーションの評価や長期収載品等の評価の在り方の検討、感染症に対する
データバンクの整備、臨床研究法に基づく研究手続の合理化等に向けた法改正を含めた検討、製薬企業の集約化
の支援等を進める。

医療上必要不可欠であり、幅広く使用され、安定確保について特に配慮が必要である医薬品のうち優先度の高
いものについては、継続的な安定供給を国民全体で支える観点から、薬価の設定や抗菌薬等の安定確保が必要な
医薬品の原料等の国内での製造支援、備蓄制度、非常時の買上げの導入などを検討する。（略）
（中略）

バイオシミラー（国内で承認されたバイオ医薬品と同等の品質等を有する医薬品）の開発・利用を促進するた
め、今後の政府目標について速やかに結論を得る。バイオシミラーの利用を促進するための具体的な方策につい
て検討する。
オンライン診療は、安全性と信頼性をベースに、かかりつけ医の場合は初診から原則解禁する。
薬局で市販されるOTC診断薬等の使用推進については、安全性等を確保することが必要であり、個別品目ごとに

OTC化の検討を進めるなどセルフケア・セルフメディケーションを推進する。
医療用医薬品の流通構造には、製薬メーカーが卸売業者に販売する価格が卸売業者から医療機関・薬局に販売

する価格を上回る商慣行や、医療機関・薬局が購入する全品目の価格・割引率をまとめて交渉する商慣行が存在
することから、これらの改善に向けて、流通改善ガイドラインの見直しを含めた対応策の検討を行う。
（中略）
漢方について、生薬の国内生産及び国内産業の競争力強化に資する国際標準化を推進する。
医薬品産業のエコシステムを確立するため、政府の司令塔機能の確立を図る。

第13章 重要分野における取組
２．医薬品産業の成長戦略
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成長戦略（2021年）（令和３年６月18日 閣議決定）（主な医療関係箇所抜粋） ②

○成長戦略フォローアップ

（医療機関等における健康・医療情報の連携・活用）
・レセプトに基づく薬剤情報や特定健診情報といった患者の保健医療情報を全国の医療機関等が確認できる仕組みに
ついては、特定健診情報は遅くとも2021年10月までに、また、薬剤情報についても同月から確認できるようにする
。さらに、手術の情報など対象となる情報を拡大し、2022年夏を目途に確認できるようにする。

・電子カルテ情報及び交換方式の標準化については、2020年12月に医療現場の有用性を考慮し、技術の発展に対応で
きるような国際的なデータ連携仕様等に基づいた、HL7FHIRの規格を用いることを検討することとされたことを踏
まえ、医療情報化支援基金の活用等により、実務的な調整・設計を踏まえた標準化や中小規模の医療機関を含めた
電子カルテの導入を促進するため、具体的な方策について結論を得る。

（健康・医療・介護情報のビッグデータとしての活用）
・医療分野の研究開発における医療情報の利活用を推進するため、次世代医療基盤法について、認定事業者の事業運
営のための環境の整備に取り組むとともに、2023年度中に施行状況を踏まえ、認定事業者による仮名化情報の取扱
い等の在り方を検討する。

１２．重要分野における取組 （２）医薬品産業の成長戦略 ⅱ）データヘルス、健康・医療・介護のDX
①データヘルス（健康・医療・介護でのデータ利活用）の推進

（病床規制の特例による病床の新設・増床の容認）
・世界最高水準の高度の医療を提供する事業を実施する医療機関から病院の開設・増床の許可申請があった場合、都
道府県は、当該事業に必要な病床数を既存の基準病床数に加えて得た数を、基準病床数とみなして許可できる特例
の全国展開について、2021年度中に検討し、結論を得る。

８．新たな成長に向けた競争政策等の在り方 （１）規制改革の推進 ⅰ）国家戦略特区の推進
②国家戦略特区における規制の特例措置の全国展開
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成長戦略（2021年）（令和３年６月18日 閣議決定）（主な医療関係箇所抜粋） ③

（疾病の早期発見に向けた取組の強化）
・全身の健康にもつながる歯周病などの歯科疾患対策を強化するため、現在10歳刻みで行われている歯科健診（検診
）の機会の拡大等について、歯科健康診査推進等事業などによる検証の結果を踏まえて検討し、2021年度までに歯
科健診（検診）の実施方法等の見直しの方向性について結論を得る。あわせて、歯科健診（検診）の受診率向上を
図りつつ、健診（検診）結果に基づき必要な受診を促す実効的な取組や、口腔の健康と全身の健康の関連に係るエ
ビデンスを収集・分析するとともに、医科歯科連携を推進する。

１２．重要分野における取組 （２）医薬品産業の成長戦略 ⅲ）疾病・介護の予防

・医師等の働き方改革を進めるため、労務管理の徹底やタスクシフティング等の推進、医師の労働時間短縮等の業務
効率化に資するICT等の活用方策の横展開等により、医療機関のマネジメント改革を推進する。また、医療機関を
検索できる医療情報ネットの抜本的な見直し、緊急時の相談ダイヤルの周知・啓発、先進・優良事例の横展開等個
人の行動変容につながる取組を強化する。

１２．重要分野における取組 （２）医薬品産業の成長戦略 ⅱ）データヘルス、健康・医療・介護のDX
③医療・介護現場の組織改革等

○成長戦略フォローアップ

（オンライン医療の推進）
・関係学会や事業者等とも協力し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を進める
とともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的措置において明らかとなった課題や患者
の利便性等を踏まえ、恒久化の内容について、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含め
た時限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実績も踏まえて、その骨格を取りまと
めた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を改定する。

１２．重要分野における取組 （２）医薬品産業の成長戦略 ⅱ）データヘルス、健康・医療・介護のDX 
②ICT、ロボット、AI等の医療・介護現場での技術活用の促進



規制改革実施計画 （令和３年６月18日 閣議決定）（主な医療関係箇所抜粋） ①

Ⅱ 分野別実施事項 ２．デジタル時代に向けた規制の見直し (14)医療分野におけるDX化の推進

9

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期

23
医療分野における電子認証手段の見直し

a 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」及び「電子処方箋の運用
ガイドライン」（以下、本項において「ガイドライン」という。）について、厚生労働省
の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報
通信の技術の利用に関する省令（平成17年厚生労働省令第44号）において記名
押印に代わるものとして認められている電子署名（電子署名及び認証業務に関
する法律第２条第１項の電子署名）の利用が可能である旨を医師法（昭和23年
法律第201号）等の法令を踏まえ、規定する。その際、医療現場のニーズを踏ま
え、電子署名の活用促進につながるようなガイドラインの内容を検討する。
b 処方箋等、医師等の国家資格の確認が必要な文書について電子署名を利用す
る場合には、当該資格の確認が必要であることを前提としつつ、従来から利用が
推奨されているＨＰＫＩに加えて、これ以外の電子署名の利用に資するよう、当該
資格の確認方法や確認する際の考え方について明らかにする。その際、医師等
の国家資格の確認方法として、電子署名を施す者及び電子署名を検証する者の
双方にとって負担とならない方法についても、医師法等の法令や医療現場の
ニーズを踏まえ検討する。

令和３年度結論・措置

24 治験の仕組みの円滑化

a 医療機関や関係者が電子カルテ等医療情報を授受するに当たって当事者が講
ずべき安全措置やセキュリティ対策と併せて、外部ネットワーク等が活用可能で
あることを分かりやすく周知する。
b 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成９年厚生省令第28 号）に
基づくモニタリングにおいて、電子カルテ等のデータをシステム的に処理して症例
報告書等を作成した場合において、簡素な方法により原資料との照合・検証が可
能であることを明確化し、周知する。

令和２年度検討開始、
結論を得次第速やか
令和３年度措置置



規制改革実施計画 （令和３年６月18日 閣議決定）（主な医療関係箇所抜粋）②

10

Ⅱ 分野別実施事項 ２．デジタル時代に向けた規制の見直し (14)医療分野におけるDX化の推進

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期

25 患者の医療情報アクセス円滑化

a 患者が診療情報の開示を請求する際の手続について、医療機関における診療
情報の開示請求処理の実態を把握した上で、本人確認の在り方等を整理すると
ともに、オンラインでの請求申立てが可能であることを明確化し、「診療情報の提
供等に関する指針」（以下、本項において「指針」という。）において記載することを
検討し、結論を得る。
b 患者が診療情報の開示を受ける際、電磁的記録の提供による方法等で開示を
請求できることを明確化し、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な
取扱いのためのガイダンス」に記載する。
c 診療情報の開示について、医療機関における診療情報の開示請求処理の実態
を把握した上で、開示に一定期間を要する場合には請求者に一定の応答を行う
のが望ましいことを指針において記載するなど、開示を迅速化するための方策を
検討し結論を得る。

a,c:令和３年検討開始、
結論を得次第速やか
に措置
b:令和３年度措置

32
デジタル化の進展等に対応するための
歯科技工業務の見直し

a 複数の歯科技工士等による歯科技工所の共同開設が可能であることを明確化し、
周知する。
b 他の歯科技工所や歯科技工所以外で行われる業務に対する歯科技工所の管理
者の責任を明確化した上で、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置等を用いた自宅等でのリモート
ワークが可能であることを明確化し、周知する。
c 歯科技工業務の前提となる歯科医師による指示、業務従事者や構造設備等に
ついて行うこととされる歯科技工所の届出の内容を見直した上で、歯科技工に使
用する機器を複数の歯科技工所が共同利用することが可能であることを明確化
し、周知する。
d 歯科技工技術の高度化やデジタル化、歯科技工士の就業ニーズの変化を踏ま
え、歯科技工所の構造設備基準や歯科技工士の新たな業務の在り方等を総合
的に検討し、必要な措置を講ずる。

a,b:令和３年度措置
c：令和３年度検討・結
論、結論を得次第速や
かに措置
d:令和３年度検討開始、
結論を得次第速やか
に措置

Ⅱ 分野別実施事項 ２．デジタル時代に向けた規制の見直し (17)医療・介護分野における生産性向上
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No. 事項名 規制改革の内容 実施時期

34
オンライン診療・オンライン服薬指導の特
例措置の恒久化

a オンライン診療・服薬指導については、新型コロナウイルス感染症が収束するま
での間、現在の時限的措置を着実に実施する。
b 医療提供体制におけるオンライン診療の果たす役割を明確にし、オンライン診療
の適正な実施、国民の医療へのアクセスの向上等を図るとともに、国民、医療関
係者双方のオンライン診療への理解が進み、地域において、オンライン診療が幅
広く適正に実施されるよう、オンライン診療の更なる活用に向けた基本方針を策
定し、地域の医療関係者や関係学会の協力を得て、オンライン診療活用の好事
例の展開を進める。
c 情報通信機器を用いたオンライン診療については、初診からの実施は原則、か
かりつけ医による実施（かかりつけ医以外の医師が、あらかじめ診療録、診療情
報提供書、地域医療ネットワーク、健康診断結果等の情報により患者の状態が
把握できる場合を含む。）とする。健康な勤労世代等かかりつけ医がいない患者
や、かかりつけ医がオンライン診療を行わない患者で上記の情報を有さない患者
については、医師が、初回のオンライン診療に先立って、別に設定した患者本人
とのオンラインでのやりとりの中でこれまでの患者の医療履歴や基礎疾患、現在
の状況等につき、適切な情報が把握でき、医師・患者双方がオンラインでの診療
が可能であると判断し、相互に合意した場合にはオンライン診療を認める方向で
一定の要件を含む具体案を検討する。その上で、対面診療との関係を考慮し、診
療報酬上の取扱いも含めて実施に向けた取組を進める。
d オンライン服薬指導については、患者がオンライン診療又は訪問診療を受診した
場合に限定しない。また、薬剤師の判断により初回からオンライン服薬指導する
ことも可能とする。介護施設等に居住する患者への実施に係る制約は撤廃する。
これらを踏まえ、オンライン服薬指導の診療報酬について検討する。
e オンライン資格確認等システムを基盤とした電子処方箋システムの運用を開始
するとともに、薬剤の配送における品質保持等に係る考え方を明らかにし、一気
通貫のオンライン医療の実現に向けて取り組む。

a：新型コロナウイルス
感染症が収束するま
での間、継続的に措置
b～e:令和３年度から
検討開始、令和４年度
から順次実施（電子処
方箋システムの運用
については令和４年夏
目途措置）

Ⅱ 分野別実施事項 ２．デジタル時代に向けた規制の見直し
(18)オンライン診療・オンライン服薬指導の特例措置の恒久化


